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田村市役所

市民部環境課

【本件に対する問い合わせ】

田村市役所　市民部　環境課　担当：渡邉

TEL0247-81-2272　FAX0247-81-2522

メールアドレス：kankyo@city.tamura.lg.jp

■ 開催日時・場所

  〇日時　　令和６年１月２５日（木）　午前１０時

　〇場所　　たむらリサイクルプラザ（田村市船引町大倉字後田43番地、旧田村市船引清掃センター）

■ 施設概要

　田村市・小野町から排出される資源ごみのマテリアルリサイクルを推進する施設です。
　マテリアルリサイクルとは「物→物」へリサイクルする方法であり、本施設では主に再製品化するための前処理を行います。
　品目ごとの処理は次のとおりです。
　●ペットボトル・プラスチック
　選別処理ラインを備えており、収集されたごみ袋を自動で破き（破袋）、人の手により異物を除去、圧縮・梱包する処理を行いま
す。
　処理後は公益財団法人日本容器包装リサイクル協会（容リ協）を通じ適切なリサイクル業者へ出荷、リサイクルを推進します。
　●かん類
　こちらも選別処理ラインを備えており、人の手による破袋、異物除去を行ったうえで、機械によりアルミ缶とスチール缶に分別、そ
れぞれを圧縮成形しリサイクル業者へ直接売却。再びかん類として生まれ変わるための原料や様々な金属製品の原料としてリサ
イクルされます。
　●びん類
　ストックヤード（保管場所）を備えており、人の手による破袋、異物除去を行ったうえで、透明びん・茶びん・その他びんの分別種類
ごとに貯留します。
　その上で、容リ協を通じ適切なリサイクル業者へ出荷、リサイクルを推進します。
　●紙類
　ストックヤードを備えており、収集された紙類を、段ボールや新聞紙、雑誌など種類ごとへの分別を施設で行います。
　その上でリサイクル業者へ直接売却し、新たな紙としてリサイクルされます。

ニュースリリース

    田 村 市（報道機関各位）

たむらリサイクルプラザの竣工式を開催します
～ 資源ごみのマテリアルリサイクル推進施設 ～
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